
 

 

投資信託約款変更および基準日設定について 

 

平成 24 年 11 月 13 日 

 

各位 

野村アセットマネジメント株式会社 

 

 

 当社は、平成 24 年 11 月 13 日に、「上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託」（以下

「当 ETF」といいます。）（証券コード: 1309）につき、法令の規定に従い、投資信託約款（以

下「約款」といいます。）の重大な変更を提案し、書面決議を行なうこと、および、平成 24

年 11 月 30 日を基準日と定め、同日現在の受益者名簿上の受益者をもって、当該書面決議

における議決権を行使できる受益者と定めましたので、これをお知らせいたします。 

 

 

 当ETFは、継続して大阪証券取引所に上場され、売買取引は、これまでどおり行な

えます。 

 

 また、以下に述べますように、平成 24 年 11 月 30 日時点での受益者（当ETFに投

資されている方）に、平成 24 年 12 月 25 日ごろ、約款変更に関する書類をお送りい

たします。 

 具体的な手続きおよびそれに関するお問い合わせの方法は、お送りする書類の中

でご説明いたします。 

 

（約款変更について賛否を問う書面決議を行ないますが、議決権行使書類のご返信

がされない場合は、法令等の規定に基づき、変更案に賛成とみなされますので、 

約款変更に賛成の受益者の方は、何も手続きをしていただく必要はありません。） 
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＜約款の変更の内容の概要＞ 

 

(1) 運用方法の変更（ファンド・オブ・ファンズへの変更） 

 平成 24 年 8 月 16 日付けで、当社が中国当局から認可を受けた QFII（Qualified Foreign 

Institutional Investors、適格国外機関投資家）制度の投資枠（中国 A 株等に投資できる枠）

を利用するために以下の変更を行ない、当 ETF から実質的に中国 A 株を投資対象とできる

ようにします。 

 当社が認可を受けた QFII 枠は、外国投資信託を通じて、中国 A 株に投資をすることとさ

れているため、当 ETF は、当該外国投資信託に投資できるよう、また、将来、同様の投資

信託を新設した場合に当該新設投資信託にも投資できるよう、当 ETF の運用方式を主要な

投資対象を投資信託証券とするファンド・オブ・ファンズ方式に変更します。 

 また、当 ETF から QFII 枠を利用した外国投資信託への投資額が一部不足する等の可能性

があるため、現在当 ETF が投資をしている指数連動有価証券（償還価格が上証 50 指数に連

動する債券）については、その一部分を、新設するマザーファンドに現物移管し、当 ETF

は当該マザーファンドへの投資を通じて当該債券に投資することとします。 

 QFII 枠を利用した中国 A 株への実質的な投資を開始することによって、当 ETF の基準価

額と上証 50 指数との連動性が高まる可能性が大きくなると想定しています。 

 投資対象となる外国投資信託およびマザーファンドを含めた実質的な信託報酬率は、約

款変更後も、現在と同水準（税抜年率 0.95％）程度となるように調整します。 

 

(2) 金銭解約型への変更 

 当 ETF は、当初設定時の関連法令諸規則により、金銭による一部解約が行なえず、その

代わりに、受益権と当 ETF が投資する有価証券との交換が行なえることとしてきましたが、

これまでに当該法令諸規則が改正されたことに伴い、当 ETF において金銭による一部解約

が今後はできるように、約款を変更いたします。 

 なお、約款の変更後は、受益権と当 ETF が投資する有価証券との交換は行なうことがで

きなくなります。 

 

 

 以上のほか、文言の整備等の所要の変更を行ないます。 
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※ 当ETFの約款上の重大な変更点は、下図の下線部にあたります。 

 

【現行】

中国Ａ株市場

指数連動有価証券（債券）

当ＥＴＦ
（非ファンド･オブ･ファンズ）

金銭に
よる設定

指数連動有価証券
（債券）との交換

【約款変更後】

中国Ａ株市場

指数連動有価証券（債券）

当ＥＴＦ
（ファンド･オブ･ファンズ）

マザーファンド外国投資信託
マネー マザー

ファンド

金銭による
一部解約

キャッシュ部分の運用
（ゼロまたは僅少）

償還価格が対象
株価指数に連動

QFII枠を利用して

投資を行なう

償還価格が対象
株価指数に連動

金銭に
よる設定

【現行】

中国Ａ株市場

指数連動有価証券（債券）

当ＥＴＦ
（非ファンド･オブ･ファンズ）

金銭に
よる設定

指数連動有価証券
（債券）との交換

【約款変更後】

中国Ａ株市場

指数連動有価証券（債券）

当ＥＴＦ
（ファンド･オブ･ファンズ）

マザーファンド外国投資信託
マネー マザー

ファンド

金銭による
一部解約

キャッシュ部分の運用
（ゼロまたは僅少）

償還価格が対象
株価指数に連動

QFII枠を利用して

投資を行なう

償還価格が対象
株価指数に連動

金銭に
よる設定

 

 約款の変更の内容および手続きに関する詳細は、議決権を行使できる受益者あてに、 

平成 24 年 12 月 25 日までに発送する書面にてお知らせいたします。 

 

＜投資信託約款の変更の日程および手続き＞ 

 

日付 項目 

平成 24 年 11 月 30 日（金） 

基準日 

同日現在の受益者名簿上の受益者をもって、書面決議

における議決権を行使できる受益者といたします。 

平成 24 年 12 月 25 日（火）まで

に書類発送 

議決権を行使できる受益者あてに、「議決権行使書類」、

「書面決議参考書類」等を発送いたします。 

・約款変更に「反対」の受益者は、同封する「議決権

行使書類」の「否」の欄に丸印をつけて返送してくだ

さい。 

・約款変更に「賛成」の受益者は、特に何もしていた

だく必要はありません。（返送されなかったものにつ

いては、法令および現在の約款の規定により、賛成と

して取り扱われます。） 
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平成 25 年 1 月 8 日（火） 

書面決議 

同日までに返送された「議決権行使書類」をもって書

面決議を行ないます。議決権を行使することができる

受益者の半数以上、当該受益者の議決権（口数）の３

分の２以上の賛成をもって可決されます。 

平成 25 年 1 月 30 日（水） 

約款変更適用予定日 

書面決議が可決された場合、投資信託約款の変更が適

用されます。 

 

 

 なお、重複になりますが、当ETFは、継続して大阪証券取引所に上場され、上記期間中で

あっても、売買取引は、これまでどおり行なえます。 

 

 

以 上 
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投資信託約款変更案の新旧対照表 

下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（変更後） （変更前） 

（上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託）  

運 用 の 基 本 方 針 ＜新設＞ 

約款第 27 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。  

 

１．基本方針 

 この投資信託は、日本円換算した上証５０指数（以下「対象株価指

数」といいます。）に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象株価

指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。）を目指します。
 

 

 

２．運用方法 

(1) 投資対象 

 主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託の受益証券（投

資法人の投資証券を含みます。）。以下同じ。）を主要投資対象とします。

なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商

品等に直接投資する場合があります。 

(2) 投資態度 

① 投資信託証券への投資にあたっては、対象株価指数への連動を目

指す別に定める投資信託証券の中から主として投資を行なうことを基

本とします。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す

別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行ないます。（以下あわせ

て「指定投資信託証券」といいます。）なお、組入投資信託証券は適宜

見直しを行なう場合があります。 

② この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が

指定から外されたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証

券等（ファンド設定時以降に設定された投資信託（投資法人を含みま

す。）も含みます。）が指定投資信託証券として指定される場合があり

ます。 

③ 各投資信託証券の組入割合は、その流動性、換金の制限等を考慮

して決定します。 

④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない

場合があります。 

(3) 投資制限 

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

ん。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けませ  

ん。③ デリバティブの直接利用は行ないませ  

④ 株式への直接投資は行ないません。 

⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

 

 

３．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 

① 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配する

ことを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。

② 売買益が生じても、分配は行ないません。 

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基

づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 

 

  

  

  

追加型証券投資信託 

上海株式指数・上証 動型上場投資信託 

約款 

上海株式指数・上証 動型上場投資信託 

約款 

５０連

追加型証券投資信託 

５０連

 

（信託の目的および金額） 金額） 

第 2 条 ＜略＞ 

 

（信託の目的および

第 2 条 ＜同左＞ 

② 人民元ベースである対象株価指数の日本円換算は、別に定める為替

レートを用いて算出します。 

② 人民元ベースである対象株価指数の日本円換算は、第 1 号の人民

元・米ドル為替レートおよび第 2 号の米ドル・日本円為替レートを用

いて算出します。 

1．「人民元・米ドル為替レート」は、原則として、対象株価指数と同

日付の、中国人民銀行の発表する仲値の為替レートを用います。ただ

し、当該レートが発表されない場合、委託者が同等ないしは適切と判

断する為替レートを用いることができます。 

2．「米ドル・日本円為替レート」は、原則として、対象株価指数と同
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日付の、日本銀行が 17 時（午後 5 時）時点のスポット・レートとし

て公表する為替レートの仲値を用います。ただし、当該レートが発表

されない場合、委託者が同等ないしは適切と判断する為替レートを用

いることができます。 

 

（金融商品取引所への上場） 

第 5 条 委託者は、この信託の受益権（平成 20 年 1 月 4 日前は受益証

券をもって表示。以下この条において同じ。）について、別に定める金

融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引

所をいいます。以下本条、第 11 条第 2項、第 46 条第 2項および第 52

条第 1項において同じ。）に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、

当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の

承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。

認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものと

 

（金融商品取引所への上場） 

第 5 条 委託者は、この信託の受益権（平成 20 年 1 月 4 日前は受益

証券をもって表示。以下この条において同じ。）について、別に定める

金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品

取引所をいいます。以下同じ。）に上場申請を行なうものとし、当該受

益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品

取引所の承

します。 

② ＜略＞ ＜同左＞ ②

 

（有価証券との交換の取扱い） 

第 9 条 受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をも

って当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換

を請求することはできません。 

 

（期中解約の取扱い） 

第 9 条 受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中にお

いてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。 

 

（信託契約の解約） 

第 11 条 委託者は、信託期間中において、信託財産の一部を解約する

ことにより、受益権の口数が別に定める口数を下ることとなった場合、

またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め

るときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了

させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、

解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

 

（信託契約の終了） 

第 11 条 委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、

受益権の口数が別に定める口数を下ることとなった場合、または、こ

の信託契約を終了することが受益者のため有利であると認めるとき

は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる

ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、第 5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商

品取引所において上場廃止になった場合または対象株価指数が廃止さ

れた場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終

了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよう

とする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所に

おいて当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止

された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。 

者は、あらかじめ、解約しようと

する旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、第５条の規定により受益権を上場したすべての金融商品

取引所において上場廃止になった場合または対象株価指数が廃止され

た場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了

させます。この場合において、委託

③～⑥ ＜略＞ ～⑥ ＜同左＞ ③

 

（受益権の申込単位および価額） 

第 12 条 販売会社（委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融

商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者

をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（金融

商品取引法第 2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同

じ。）をいいます。以下同じ。）は、平成 19 年 10 月 23 日以降、第 13

条の規定により分割される委託者が別に定める一定口数以上の受益権

を、取得申込受付日の前営業日の委託者が別に定める時限までに取得

申込みをした取得申込者に対し、当該取得申込みを受付けることがで

きます。この場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日（取得申

込受付日）の基準価額に、別に定める率を乗じて得た価額（以下本条お

よび第 37 条において「販売基準価額」といいます。）とし、販売基準

価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数

料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第 12 条 販売会社（委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融

商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう

者をいいます。以下同じ。）をいいます。以下同じ。）は、平成 19 年

10 月 23 日以降、第 13 条の規定により分割される委託者が別に定め

る一定口数以上の受益権を、取得申込受付日の前営業日の委託者が別

に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取得申

込みを受付けることができます。この場合の受益権の価額は、取得申

込日の翌営業日（取得申込受付日）の基準価額に、100.6％の率を乗じ

て得た価額（以下本条において「販売基準価額」といいます。）とし、

販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および

当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間

における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込

みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日およ

び期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資

金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と

判断される期日および期間（第 5 号に掲げるものを除く。）における受

益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうこと

ができます。 

1．取得申込日当日から起算して、土曜日および日曜日を除く 6暦日後

の日までの期間に、別に定める海外の休日がある場合または日本の営

業日でない日がある場合の当該申込日 

2．信託財産が組み入れた投資信託証券が組み入れる対象株価指数（対

象株価指数と表示通貨を同一にすることで当該対象株価指数との連動

性を有するものを含むものとします。）に連動する投資成果を目的とし

て発行された有価証券（以下「指数連動有価証券」といいます。）また

は対象株価指数に採用されている銘柄およびすでに公表された対象株

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間に

おける受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込み

の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および

期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金

動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判

断される期日および期間（第 5号に掲げるものを除く。）における受益

権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことが

翌営業日が

できます。 

1．取得申込日当日または 別に定める海外の休日と同日付と

なる場合の当該申込日 

2．取得申込日当日が、「日本の営業日でない日かつ、別に定める海外

の休日でない日」の前営業日となる場合の当該申込日 

3．信託財産が組み入れた第 27 条に規定する指数連動有価証券または

株価連動有価証券の償還や、信託財産が組み入れる当該指数連動有価

証券または株価連動有価証券の発行等による、信託財産における入れ

え等に要する期間として委託者が別に定めるもの 替
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価指数採用予定の銘柄の株価（当該株価と表示通貨を同一に換算する

ことで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。）に連動

する投資成果を目的として発行された有価証券（以下「株価連動有価

証券」といいます。）の償還や、信託財産が組み入れた投資信託証券が

組み入れる当該指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等に

よる、信託財産における入れ替え等に要する期間として委託者が別に

定めるもの 

3．第 7 条に定める計算期間終了日の前々営業日および前営業日 

4．対象株価指数の計算方法の変更や対象株価指数において採用銘柄の

変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成

比率の修正が行なわれた場合等の際に信託財産が組み入れた投資信託

証券において構成の調整が必要なときや、規制等により第 25 条第 1 項

に規定する指定投資信託証券の売買、設定解約ができない期間として

委託者が別に定めるもの 

5．前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用

に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた

とき 

 

 

 

 

 

 

 

4．第 7 条に定める計算期間終了日の前々営業日および前営業日 

 

 

 

 

 

 

5．前各号のほか、委託者が、第 27 条第 1 号に定める運用の基本方針

に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じた

き ものと認めたと

③ ＜略＞ ③ ＜同左＞ 

④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商

品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引

法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以

下第 46 条第 2 項および第 52 条第 1 項を除き同じ。なお、金融商品取

引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の

売買または金融商品取引法第28条第 8項第 3号もしくは同項第5号の

取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」

という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止

等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止、または取得

申込みに伴う指数連動有価証券または株価連動有価証券への投資がで

きない場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申

込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付

を取り消すことができます。 け

④ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における

取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、または取得申込

みに伴う第 27 条に規定する指数連動有価証券または株価連動有価証

券への投資ができない場合、その他やむを得ない事情があるときは、

受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取

得申込みの受付けを取り消すことができます。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 24 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げ

人に

条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

．有価証券 

るものとします。 

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法

関する法律第 2

イ

 

 

 

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。） 

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。） 

特定資産以外の資産 

．為替手形 

おいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げ

に

 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

2． 次に掲げる

イ

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 24 条 この信託に

るものとします。 

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人

関する法律第 2

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するも

のをいい、約款第 25 条第 2 項第 5 号に定めるものに限ります。）に

係る権利 

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。） 

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。） 

特定資産以外の資産 

．為替手形 

2． 次に掲げる

イ

 

（運用の指図範囲） 

第 25 条 委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券（以下「指定

投資信託証券」といいます。）のほか、次の各号に掲げる有価証券（金

融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各

指図します。 号に掲げる権利を除きます。）に投資することを

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性

質を有するもの 

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券およ

び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社

債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 

4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で

定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。） 

なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の

指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引

（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

 

 

（運用の指図範囲） 

第 25 条 委託者は、信託金を、次の各号に掲げる有価証券（金融商品

取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を除きます。）のうち、対象株価指数（対象株価指数と表示

通貨を同一にすることで当該対象株価指数との連動性を有するものを

含むものとします。）に連動する投資成果を目的として発行された有価

証券（第 2 号から第 6 号に掲げるものに限るものとし、以下「指数連

動有価証券」といいます。）、および対象株価指数に採用されている銘

柄の株式およびすでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式

ならびに当該各銘柄の株価（当該株価と表示通貨を同一に換算するこ

とで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。）に連動す

る投資成果を目的として発行された有価証券（第 2 号から第 6 号に掲

げるものに限るものとし、以下「株価連動有価証券」といいます。）に

は新株引受権証書

投資することを指図します。 

1．株券また  

2．社債券 

3．外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有す

るもの 

4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条

第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。） 
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（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 5．投資証券または外国投資証券

号で定めるものをいいます。） 

6．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 

項第 19 号で定めるものをいいます。）であって、有価証券（株価指数

を含むものとします。）に係るオプションを表示する証券または証書 

なお、第 1 号の証券または証書、第 3 号の証券または証書のうち第 1 

号の証券または証書の性質を有するものを「株式」といい、第 2 号の

証券、第 3 号の証券または証書のうち第 2 号の証券の性質を有するも

のを「公社債」といい、第 3 号および第 4 号の証券を「投資信託証券」

といいます。以下同じ。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる

金融商品（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみな

される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

す。 

項に掲げる

することができま

1．預金 

2．指定金銭信託（前 ものを除きます。） 

4．手形割引市場において売買される手形 

3．コール・ローン 

② 委託者は、信託金を、第 27 条に規定する信託財産の運用の基本方

針にしたがって前項に規定する有価証券に投資するまでの間、または

対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、次の各号により運用

できます。 を指図することが

1．預金 

2．指定金銭信託（信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券（金

融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）に表示

されるべきものを除きます。） 

3．コール・ローン 

4．手形割引市場において売買される手形 

5．対象株価指数またはその他の中国の株価指数を対象とした株価指数

先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるもののう

ち株価指数に係るもの、および外国金融商品市場において行なう取引

であってこれと類似の取引をいいます。以下同じ。） 

 

（利害関係人等との取引等） 

第 26 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであ

り、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連

法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者

（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ

って、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。）

および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第 2条第 1項にて準用する信託業法第29条第 2項第 1号に規定する

利害関係人をいいます。以下本項、次項および第 36 条において同じ。）、

第36条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または

受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資

等ならびに第 28 条、第 31 条および第 35 条の 2に掲げる取引その他こ

行為を行なうことができます。 れらに類する

 

（利害関係人等との取引等） 

第 26 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであ

り、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連

法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者

（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ

って、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。）

および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第 2条第 1項にて準用する信託業法第29条第 2項第 1号に規定する

利害関係人をいいます。以下本項、次項および第36 条において同じ。）、

第 36 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人また

は受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投

資等ならびに第 29 条および第 31 条に掲げる取引その他これらに類

うことができます。 する行為を行な

② ＜略＞ ② ＜同左＞ 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律

ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取

締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の

4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいま

す。）または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前 2

条に掲げる資産への投資等ならびに第 28 条、第 31 条および第 35 条の

2に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をする

ことができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当

行為を行なうことができます。 該取引、当該

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律な

らびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締

役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の 4 

第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいま

す。）または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前 2 

条に掲げる資産への投資等ならびに第 29 条および第 31条に掲げる取

引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、

受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該

とができます。 行為を行なうこ

④ ＜略＞  ＜同左＞ ④

 

（運用の基本方針） 

第 27 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の

基本方針にしたがって、その指図を行ないます。 

 

ては、次の各号の

 

（運用の基本方針） 

第 27 条 委託者は、信託財産の運用にあたっ 基本方

針にしたがって、その指図を行ないます。 

1．この信託は、次のいずれかの方法により、日本円換算した対象株価

指数に連動する投資成果を目指します。ただし、中国において、中国

国内の証券市場への投資について、外国人に対する規制が行なわれて

いる間は、原則としてイの方法は行ないません。また、アの方法から

イの方法へ、またはイの方法からアの方法へ、運用方法を転換する場

合があります。 

ア．第 25 条第 1 項に規定する指数連動有価証券のみに投資を行なう

方法 

イ．対象株価指数に採用されている銘柄の株式およびすでに公表され

た対象株価指数採用予定の銘柄の株式ならびに第 25 条第 1 項に規定

する株価連動有価証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別

銘柄（当該銘柄の株価連動有価証券を含む。）の数の比率を対象株価指

数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される数の比率に相
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当する比率に維持することを目的とした運用を行なう方法 

2．当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が前号の基本

方針に沿うよう、信託財産を組成します。 

3．次の場合には、第 1 号の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を

調整するための指図を行なうことがあります。 

ア．対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公

表された場合 

イ．対象株価指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等対

象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた

場合もしくは当該修正が公表された場合 

ウ．信託財産に属する指数連動有価証券または株価連動有価証券の発

行体の信用度が低下し、基準価額と日本円換算した対象株価指数の連

動性が失われるおそれがある場合 

エ．第 49 条第 1 項に規定する交換が行なわれた場合 

オ．第１号アの方法から第 1 号イの方法へ、または第１号イの方法か

ら第１号アの方法へ、運用方法を転換する場合 

カ．その他基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持す

るために必要な場合 

4．株式への投資割合には、制限を設けません。 

5．外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

6．投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以内と

します。 

7．投資を行なう公社債は、原則としてＡ格以上の格付けを有する信用

度の高いものとします。（格付けのない場合には、委託者が同等の信用

度を有すると判断したものを含みます。） 

8．公社債への投資にあたっては、複数の発行体が発行する公社債に投

資するよう努めます。ただし、この信託の純資産総額が少ない場合等

には、複数の発行体が発行する公社債へは投資しない場合があります。

9．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 

10．資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

（公社債の借入れ） 

第 28 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の

借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行

なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を

行なうものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産

の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社

債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一

部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第 1 項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。 

 

（収益分配方針） 

第 28 条 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配

することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もありま

す。 

② 売買益が生じても、分配は行ないません。 

 

 

第 29 条 ＜削除＞ 

 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産

に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をするこ

とができます。 

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託

財産で保有する株式の時価合計額の 50％を超えないものとします。 

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計

額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えな

いものとします。 

 ② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速や

かに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとし

ます。 

 必要と認めたときは、担保の③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって

受入れの指図を行なうものとします。 

 

（有価証券売却等の指図） 

第 34 条 委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる

信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。 

 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ

す。 

 

（有価証券売却等の指図） 

第 34 条

ま

 

（再投資の指図） 

第 35 条 委託者は、前条の規定による親投資信託の受益証券の一部解

 

（再投資の指図） 

第 35 条 委託者は、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、
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約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に

係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができま

。 す

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびそ

の他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第 35 条の 2 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定

性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う

支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と

して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をす

ることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行

なわないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金

の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産

で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入

金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入

額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証

券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借

入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えない

こととします。 

③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

＜新設＞ 

 

 

（追加信託金） 

第 37 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の販売基準価額に

当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

 

（追加信託金） 

第 37 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に

100.6％の率を乗じて得た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数

乗じた額とします。 を

 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第 38 条 追加信託金および信託の一部解約金は、当該金額と元本に相

当する金額との差額を、追加信託金にあっては追加信託差金、信託の

一部解約にあっては解約差金として処理します。 

と元本に相当する金額との差額を追

加信託差金として処理します。 

 

（追加信託金の計理処理） 

第 38 条 追加信託金は、当該金額

 

 

第 39 条 ＜削除＞ 

 

（受益権と有価証券の交換の計理処理） 

第 39 条 第 49 条に定める受益権と有価証券の交換にあっては、第 50 

条第 1 項の交換必要口数に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金

額と元本に相当する金額との差額を交換（解約）差金として処理しま

す。 

 

（有価証券の時価評価） 

第 40 条 信託財産に属する有価証券の時価評価は、原則として、計算

日（外国において取引されているものについては、原則として、計算

日の前日となります。）における公表されている 終価格に基づき算出

した価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価

格により評価するものとします。 

 

（有価証券の時価評価） 

第 40 条 信託財産に属する有価証券（交換の実行に係る有価証券で、

受益者に対し未交付または未振替のものを除く）の時価評価は、原則

として、計算日（外国において取引されているものについては、原則

として、計算日の前日となります。）における公表されている 終価格

に基づき算出した価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法によ

算出した価格により評価するものとします。 り

 

（受託者による資金立替え） 

第 41 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委

託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができま

す。 

 

（受託者による資金立替え） 

第 41 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行

または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は

資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利

子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積り

うるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れ

ます。 ることができ

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信

託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこ

託財産に繰り入れることができます。 れを立替えて信

③ ＜略＞  ＜同左＞ ③

 

（信託報酬等の総額） 

第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 7条に規定する

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 95 以

内で委託者が定める率を乗じて得た額とします。 

 

算した額に、第 2 号によ

 

（信託報酬等の総額） 

第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 7 条に規定する

計算期間を通じて毎日、次の第１号により計

り計算した額を加算して得た額とします。 

1．信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 95 以内で委託者が定める

率を乗じて得た額 

2．第 29 条に規定する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料

の 50％以内の額 

②・③ ＜略＞ ・③ ＜同左＞ ②
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）  

 

（収益の分配方式

第 45 条 ＜略＞ 

 

（収益の分配方式）

第 45 条 ＜同左＞ 

② 毎計算期末に信託財産から生じた第 1 号に掲げる利益の合計額

は、第 2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全

有価証券売買損、追加信託差損金、解約差損金 

損金があるときは、その全額を

額を補てんした後、次期に繰越します。 

1．有価証券売買益、追加信託差益金、解約差益金 

2．

② 毎計算期末に信託財産から生じた第1 号に掲げる利益の合計額は、

第 2 号に掲げる損失を控除し、繰越欠

補てんした後、次期に繰越します。 

1．有価証券売買益、追加信託差益金、交換（解約）差益金 

2．有価証券売買損、追加信託差損金、交換（解約）差損金 

 

（名義登録と収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 46 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは

名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在

における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいます。）、当該名

義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が振替制度移

行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託

者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害につ

いてその責を負わないものとします。なお、受託者は他の証券代行会

社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかか

る事務を委託することができます。 

支払いおよびその他損害につ

いてその責を負わないものとします。 

 

（名義登録と収益分配金の支払い） 

第 46 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは

名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在

における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいます。）、当該名

義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が振替制度移

行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託

者は、当該所有者に対して収益分配金の

②～④ ＜略＞ ②～④ ＜同左＞ 

⑤ 第 1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期

間終了日から起算して40 日以内の委託者の指定する日に、名義登録受

益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式

により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第 2 項に規定す

る会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約を締結している場合

は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 

⑤ 第 1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期

間終了後40 日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらか

じめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なう

ものとします。なお、名義登録受益者が第２項に規定する会員と別途

収益分配金の取り扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約に

たがい支払われるものとします。 し

⑥ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数

で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日から起算して 40

日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在にお

いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対

して、受託者または第 2 項の会員等から支払います。 

 

⑦ 一部解約金（第 49 条第 4 項の一部解約の価額に当該一部解約口数

を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）は第 49 条第 1 項の一部解約

の実行の請求日から起算して、原則として 8 営業日目から当該受益者

に支払います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別

銘柄の売買停止等を含みます。）、信託財産が組み入れた投資信託証券

の解約または換金の制限または停止、外国為替取引の停止、決済機能

の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事

態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の

導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ

る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売

却（信託財産が組み入れた投資信託証券の解約または換金を含みま

す。）や売却代金の入金が遅延したとき等は、一時解約金の支払いを延

期する場合があります。 

 

⑧ 前項に規定する一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等にお

いて行なうものとします。 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに

関する受託者の免責） 

第 47 条 受託者は、収益分配金について支払開始日から 5年経過した

後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払

開始日から 10 年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託

者に交付するものとします。 

 

（収益分配金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 47 条 受託者は、支払開始日から 5 年経過した後に、収益分配金の

未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

② 受託者は、一部解約金については、前条第 7 項に規定する支払日

までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

 

③ 受託者は、前各項の規定により収益分配金、償還金および一部解

約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じ

せん。 ま

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金を交付した後は、

当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に

じません。 任

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 48 条 受益者が、収益分配金について支払開始日から 5年間その支

払いを請求しないとき、ならびに償還金について支払開始日から 10 年

間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付

を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。 

 

（収益分配金の時効） 

第 48 条 受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支

 

（信託の一部解約） 

 

（交換請求） 



 - 8 -

第 49 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が、原則と

して毎月一回の一部解約の実行の請求日として定める日の 2 営業日前

の日の委託者が別に定める時限までに、委託者が別に定める一定口数

の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、

委託者は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産

に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日における一部解約の実

行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。 

② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に

対し、振替受益権をもって行なうものとします。 

③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、

この信託契約の一部を解約します。なお、前項の販売会社は、振替機

関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうもの

とします。振替機関は、当該手続きが行われた後に、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法

の規定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項の一部解約の実行の請求

を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれま

す。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の

基準価額から当該基準価額に別に定める率を乗じて得た額を信託財産

留保額として控除した価額とします。なお、信託財産留保額は、実質

的な投資対象である中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が

導入される等の事態が生じる場合には、その影響および水準等を勘案

し、委託者が定める率を乗じて得た額に引き上げられる場合がありま

す。 

⑤ 販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求するとき、当該受益

者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費

税等に相当する金額を徴することができます。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等におけ

る取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、信託財産が組み

入れた投資信託証券の解約または換金の制限または停止、外国為替取

引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（委託者が、別に

定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむ

を得ない事情が生じたものと認めたときを含む。）があるときは、第 1

項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすで

に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けの一部または全部を取

り消すことができます。 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合に

は、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行

の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付

け中止を解除した後の 初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請

求を受け付けたものとして第 4 項の規定に準じて計算された価額とし

ます。 

第49 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、平成20 年1 月7 日

以降、委託者に対し、委託者が交換請求受付日の前営業日（以下「交

換申込日」といいます。）の別に定める時限までに、一定口数以上の受

益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相

当する有価証券との交換（以下「交換」といいます。）を請求すること

ができます。 

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間に

おける交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停

止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における

交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、

信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に

おける交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことがで

きます。 

1．交換申込日当日から起算して 8 営業日目までの期間（日本の営業

日でない日を除きます。）に、別に定める海外の休日と同日付となる日

がある場合の当該申込日 

2．交換申込日当日から起算して 8 営業日目までの期間（日本の営業

日でない日を除きます。）に、信託財産が組み入れた指数連動有価証券

または株価連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日があ

る場合の当該申込日 

3．信託財産が組み入れた指数連動有価証券または株価連動有価証券の

償還や、指数連動有価証券または株価連動有価証券の発行等による、

信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるも

の 

4．交換申込日の翌営業日の翌日から、当該交換申込日当日から起算し

て 8 営業日目の前日までの期間に、第 7 条に定める計算期間終了日が

ある場合の当該申込日 

5．前各号のほか、委託者が、第 27 条第 1 号に定める運用の基本方針

に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じた

ものと認めたとき 

③ 第 1 項に定める一定口数は、信託財産に属する有価証券について、

当該信託財産に対する持分に相当するものが、当該有価証券の信託財

産における構成比に相当する比率で当該各有価証券の 小売買単位以

上の数をもって交換するために必要な口数を基礎として、委託者が別

に定めるもの（以下「 小交換口数」といいます。）とします。 

④ 受益者が、第 1 項の交換の請求をするときは、販売会社に対し、

振替受益権をもって行なうものとします。 

⑤ 前項の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹

消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび

第 50 条第 3 項に掲げる交換有価証券に係る交付または振替が行なわ

れた後に、振替機関は、第 50 条第 2 項に定める当該交換に係る受益

権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に

したがい振替機関等の口座に第1 項の交換の請求を行なった受益者に

係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

⑥ 受託者は、第 50 条第 2 項の委託者の交換の指図に基づいて、交換

にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きお

よび第 51 条第 1 項に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を

受け入れ抹消したものとして取り扱います。 

⑦ 受益者が交換によって取得できる有価証券の数は、交換の請求を委

託者が受付けた日の基準価額（交換申込日の翌営業日の基準価額）に

基づいて計算された数とし、各有価証券の売買単位の整数倍とします。

⑧ 販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会

社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する

金額を徴することができます。 

⑨ 第 2 項の規定により、交換請求の受付けを停止したときは、受益

者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できま

す。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交

換は、当該受付け停止を解除した後の 初の基準価額の計算日に交換

の請求を受付けたものとして、第 7 項および第 8 項の規定に準じて計

算されたものとします。 

⑩ 交換の請求を行なう受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式

の発行会社またはその子会社（会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社

をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といい

ます。）である場合、当該交換の請求を当該受益者から受付けた第一種

金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者が対象株価指数の構成銘

柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取

引業者が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。次項に
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取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもおいて同じ。）は、交換の請求を

って通知するものとします。 

⑪ 前項の通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合に

おいて、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、

交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものと

します。 

 

 

第 50 条 ＜削除＞ 

 

（交換の指図等） 

第 50 条 委託者は、受益者が 小交換口数以上の振替受益権を委託者

に提示して前条第１項の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、

受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる各有価証

券の数を計算し、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数がある

ときは、１口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。）を確

定します。 

 ② 委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属す

る有価証券のうち売買単位の整数倍となる有価証券を交換するよう指

図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、対象株価指数の

構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託

者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相

当する口数を除いた口数の受益権と、売買単位の整数倍となる有価証

券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものと

します。この場合の個別銘柄時価総額は、前条第 7 項の基準価額の計

算日（外国において取引されているものについては、原則として、当

該計算日の前日となります。）における当該発行会社の株式の金融商品

取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格。）に前条

第 7 項の規定に基づき計算された株数を乗じて得た金額とし、円換算

は第 32 条に準じて合理的な換算の方法によって行ないます。 

 ③ 受託者は、委託者の指図に従い、前条第 4 項の販売会社に対し、

交換請求受付日から起算して 7 営業日目から信託財産に属する交換有

価証券の交付または振替を行ないます。ただし、受託者が、交換請求

受付日から起算して 6 営業日目までに前条第 5 項に掲げる手続きが

行なわれたことを確認できなかった場合には、信託財産に属する交換

有価証券の交付または振替を行なうことを中止し、当該手続きが行な

われたことの確認後、当該交換有価証券の交付または振替を行ないま

す。 

 ④ 販売会社は、前条の規定により受託者から交付または振替を受けた

有価証券を、所定の手続きを経て受益者に速やかに交付または振替す

るものとします。 

 

 

第 51 条 ＜削除＞ 

 

（交換受益権の取扱い） 

第 51 条 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹

消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとし

て取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換

有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。 

 ② 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の

停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 49 条

および第 50 条による交換の請求の受付けを停止することおよびすで

に受付けた交換の請求の受付けを取り消すことができます。 

 の受付けを停止したときは、第 49 条第③ 前項の規定により交換請求

9 項の規定を準用します。 

 

（受益権の買取り） 

第 52 条 販売会社は、第 5 条の規定により受益権を上場したすべての

金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の 3 営

業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

 

（受益証券の買取り） 

第 52 条 販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があ

るときは、その受益権を買取ります。ただし、第 2 号の場合の請求は、

信託終了日の 3 営業日前までとします。 

1．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権 

2．第 5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所に

おいて上場廃止になったとき 

②・③ ＜略＞ ②・③ ＜同左＞ 

④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の

売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その

他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第 1 項

による受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の

消すことができます。 

お

よびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。 

買取りを取り

④ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引

の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託

者との協議に基づいて第1 項による受益権の買取りを停止すること

⑤ ＜略＞  ＜同左＞ ⑤
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第 53 条 ＜削除＞

 

 

（信託終了時の交換等） 

第 53 条 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める

一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては，信託終了日の 8 営

業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有

価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振

替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換するも

のとします。 

 ② 前項の交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。 

 ③ 第 1 項により受益者が取得する各有価証券の数は、信託終了日の 8 

営業日前の日の基準価額に基づいて計算された数とし、売買単位の整

数倍とします。 

 ④ 販売会社は、受益者に第 1 項による交換を行なうとき、当該受益

者から、第 1 項の規定により受益者が取得する各有価証券につき、個

別時価総額（信託終了日（外国において取引されているものについて

は、原則として、信託終了日の前日となります。）における個別銘柄の

公表されている 終価格に基づき算出した価格又はこれに準ずるもの

として合理的な方法により算出した価格。）に交換する数（額面当たり

の評価値の場合は、当該額面で調整した数とします。）を乗じて得た金

額をいいます。）に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料およ

び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも

のとします。 

 ⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が、

第 1 項の定めによって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株

式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指

図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の 4 営業日前の寄

付き以降成行きの方法又はこれに準ずるものとして合理的な売却の方

法によって当該株式を売却した額（売却に伴う売買委託手数料等を控

除した後の金額とし、円換算は第 32 条に準じて合理的な換算の方法

によって行ないます。）とします。 

 ⑥ 委託者は、信託終了日の 7 営業日前の日以降、交換によって抹消

されることとなる振替受益権と同口数の受益権および交換によって信

託財産が取得した受益証券により表示された受益権（各受益権につい

て前項の規定により信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効し

たものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受

益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものと

します。 

 ⑦ 第 1 項および第 3 項の規定にかかわらず、次の各号の場合には、

信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取ることを

原則とします。 

1．第 1 項において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要し

た口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受

益権または受益証券 

2．第 1 項における一定口数に満たない振替受益権または受益証券（取

引所売買単位未満の振替受益権または受益証券を含みます。） 

 ⑧ 販売会社は、受益者に前項による買取りを行なうとき、当該受益者

から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等

に相当する金額を徴することができるものとします。 

 ⑨ 第 1 項の有価証券の交換は、振替受益権については原則として受

託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けら

れたことを確認した日の翌営業日（原則として信託終了日の前営業日）

から、また、受益証券については交換する受益証券が受託者に提供さ

れたことが確認された日から起算して 7 営業日目から行ないます。 

 ⑩ 第 7 項の買取り代金の支払いは、信託終了日後 40 日以内の委託者

の指定する日から販売会社の営業所において、信託終了日において振

替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了

日以前において信託財産における交換の計上が行なわれた受益権にか

かる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され

ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いま

す。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また

は記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対す

る第 7 項の買取り代金の支払いは、信託終了日後 40 日以内の委託者

の指定する日から販売会社の営業所において、受益証券と引換えに行
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ないます。 

 ⑪ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益権については、第 5 

項に定める個別時価総額が確定した日から4 営業日目に金銭の交付を

行ないます。 

 

 

第 54 条 ＜削除＞ 

 

（委託者等への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 54 条 受託者は、前条第 7 項の買取り代金について同条第 9 項に

規定する支払開始日までに、委託者の指定する預金口座等に払い込み

または委託者に交付します。 

 ② 受託者は、前項の規定により返還に係る金銭を委託者の指定する預

金口座等に払い込んだまたは委託者に交付した後は、受益者に対する

支払いにつき、その責に任じません。 

 

 

第 55 条 ＜削除＞ 

 

（交換に係る時効） 

第 55 条 受益者が、第 53 条第 1 項の交換について、交換開始日から

10 年間その交換の請求をしないときは、その権利を失い、委託者に帰

属します。 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取扱い） 

第 63 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されて

いる受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受

付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によ

ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 る

 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 63 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されてい

る受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付け、交換有価

証券の交付および償還金の支払い等については、この約款によるほか、

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 民

  

  

  

１．約款第 2 条第 2 項の別に定める為替レートは、次の方法によるも

のとします。 

(1) 「人民元・米ドル為替レート」は、原則として、対象株価指数と

同日付の、中国人民銀行の発表する仲値の為替レートを用います。た

だし、当該レートが発表されない場合、委託者が同等ないしは適切と

判断する為替レートを用いることができます。 

(2) 「米ドル・日本円為替レート」は、原則として、対象株価指数と

同日付の、日本銀行が 17 時（午後 5 時）時点のスポット・レートと

して公表する為替レートの仲値を用います。ただし、当該レートが発

表されない場合、委託者が同等ないしは適切と判断する為替レートを

用いることができます。 

＜新設＞ 

２．＜略＞ １．＜同左＞ 

３．＜略＞ ２．＜同左＞ 

４．＜略＞ ３．＜同左＞ 

５．＜略＞ ４．＜同左＞ 

６．約款第 12 条第 1 項の別に定める率は、「100.6％」とします。 ＜新設＞ 

７．約款第 12 条第 2 項の「別に定める海外の休日」は、次の条件のい

ずれかに該当する日をいいます。 

・上海証券取引所またはシンガポール証券取引所の休日 

・北京、上海、ロンドン、ニューヨークまたはルクセンブルグのいず

れかの休日（銀行の通常の営業日以外の日） 

５．約款第 12 条第 2 項および第 49 条第 2 項の「別に定める海外の

れかに該当する日をいいます。 

は

休日」は、次の条件のいず

・上海証券取引所の休日 

・北京、上海、ロンドンまた ニューヨークのいずれかの休日（銀行

業日以外の日） の通常の営

８．約款第 25 条第 1 項および別に定める運用の基本方針の別に定める

投資信託証券とは次のものをいいます。 

(1) 対象株価指数への連動を目指すもの 

外国投資信託 ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファ

ンド－チャイナＡシェアーズ・インデックス・ファンド 

親投資信託 上証 50 指数マザーファンド 

(2) 安定した収益と流動性の確保を図ることを目指すもの 

親投資信託 野村マネーポートフォリオ マザーファンド 

＜新設＞ 

９．＜略＞ ６．＜同左＞ 

１０． 約款第 49 条第 1 項の別に定める一定口数は、「2万口」としま

す。 

７． 約款第 49 条第 3 項の別に定める 小交換口数は、「2 万口」と

ます。 し

１１． 約款第 49 条第 4項の別に定める率は、「0％」とします。  

１２．＜略＞ ８．＜同左＞ 
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